
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見

修正前 修正後 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細

6 個人住民税 0100670 横浜市 141003 指定都市

④：機能分類変更（実

装必須→標準オプショ

ン/実装不可）

①：新規意見

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

…

・eLTAXの納税者ID

・口座番号

・口座名義人名（カナ）

・住民区分（住登内・住登外・日本人・外国人）

・課税資料（資料番号・資料名）

・世帯番号

・基礎年金番号

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

…

・eLTAXの納税者ID

・口座番号

・口座名義人名（カナ）

・住民区分（住登内・住登外・日本人・外国人）

・課税資料（資料番号・資料名）

・世帯番号

・基礎年金番号

基礎年金番号はマイナンバー項目で代用できる認識のため、

必須検索項目ではなく、標準オプション相当ではないでしょ

うか。

基礎年金番号はマイナンバーでも代用可能であるため。

報告 事業者からも同様の意見を頂戴したため、実装

区分の緩和を検討します。なお、別資料「【WT

資料③】機能要件_010個人住民税」に起票

済のため、本意見行では割愛します。

賛成

1 0 0

記載の通りに修正します。

22 個人住民税 0100704 横浜市 141003 指定都市

④：機能分類変更（実

装必須→標準オプショ

ン/実装不可）

①：新規意見

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）でき

ること。

・eLTAXの納税者ID（※同一事業者にて複数の納税者IDが登

録できること）

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）でき

ること。

・eLTAXの納税者ID（※同一事業者にて複数の納税者IDが登

録できること）

・一つの事業者に指定番号は複数採番できるようにすること

同一法人番号の事業所において、同一事業所内の部署単位等

で指定番号を分ける必要がある事業所が存在する。また、各

種税目にて指定番号を区別する必要があるため、指定番号の

複数採番を可能にしてほしい。

通常業務で使用

質問 頂戴した意見のとおり、一つの事業者に複数の

指定番号を紐づけているでしょうか。前述の場

合、総括表や特別徴収税額通知書はどのよう

に発行されるでしょうか。

反対 部署（または支所）ごとに名称・住所等を管理する必要があるため、それぞれで事業所

情報を作成すればよいと考えます。

当町のシステムでは、１つの事業所に複数の指定番号を紐づける機能はありませんが、指

定番号の先頭に種別文字を付加しています。この管理方法により、通知書や納入書の作

成時に種別ごとに取りまとめて作成することができます。

例）

A00000000000：〇〇本社

A00000000001：〇〇支所１

A00000000002：〇〇支所２

※給報はA1,A2の各支所から提出されるが、税額通知の受け取りや徴収はA0の本社で

行いたいという要望への対応

一つの事業所に複数指定番号を紐付けるだけでは機能として不十分と思われますので、

仕様を変更するのであれば、種別文字のように事業所情報を関連付ける機能がよいと考

えます。

賛成 ①県庁②県庁（臨時職員）などで別々に紐付け。

別々で発行。

事例なし その他 現行は複数の指定番号を紐づけることができないため、総括表

や通知書は指定番号ごとに発行し、個別に発送及び送信して

いる。

運用想定の通常業務の内容が分からないため賛否の判断はで

きない。

指定番号を分けなければいけないときは別の事業所とし

て、宛名番号を取得する。例えば　日本郵便（株）

（非正規）と　日本郵便（株）（正規）

賛成 必要に応じて、一つの事業者に複数の指定番号を紐づけ

ており、支店名、工場名、事業所名 等の方書を付して、

総括表や特別徴収税額通知書を発行している。

１事業所宛名に対しては１指定番号で問題ありません（同法人番号とい

う意味では、同法人番号に対して複数宛名が存在する場合は大いにあ

る。）。

代表指定番号を使用する運用はしていません。

その他 別の事業所として発行され、別々に発送します。 賛成 一つの事業者に複数の指定番号を紐づけておりませ

んが、可能になれば利便性が向上します。

その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 宛名の管理方法に影響するかと思います

が、同一法人番号の宛名が複数登録でき

るのでしょうか。

複数登録できるのであれば、各税目間での

同一法人番号の複数宛名の取り扱いを考

慮いただく必要があるかと思います。

複数登録できないのであれば、指定番号ご

との部署単位等の管理をどのようにし、送

付先を区別するのか検討する必要があるか

と思います。

3 1 4

当初の予定どおり、事業所番号はキー項目であり、回答事業者の中でも本要望の対応は想定していないことか

ら、要件化しないこととします。

同一の事業者にて部署ごとに事業所番号が異なる場合はそれぞれに従業員を紐づけ、それぞれに通知書を発送

することとします。

38 個人住民税 100677 茨城県日立市 08202
人口20万人未満

の市区町村
③：要件削除 ①：新規意見

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

・世帯番号

0100670に追加するのなら不要

報告 頂戴した意見のとおり、本機能要件を削除しま

す。なお、資料「【WT資料③】機能要件_010

個人住民税」にて同一の要件を記載済のため、

本資料上は省略します。

賛成

1 0 0

記載の通りに修正します。

45 個人住民税 100323 茨城県日立市 08202
人口20万人未満

の市区町村
⑥：表現の見直し ①：新規意見

1月1日再婚の場合は寡婦・ひとり親控除を適用し、1月1日離

婚の場合は寡婦・ひとり親控除は適用せず、非課税を適用し

て税額計算ができること。

「非課税を適用」という表現では、1月1日離婚の場合は非課

税になるものと語弊が生じると思われます。明確な表現に変

更した方がよろしいと思われます。

質問 頂戴した意見のとおり「非課税を適用」表記の

削除し、以下の表記へ修正すべきか検討してお

ります。ご意見があればお聞かせください。

1月1日再婚の場合は寡婦・ひとり親控除を適

用し、1月1日離婚の場合は寡婦・ひとり親控

除は適用せず、非課税を適用して税額計算が

できること。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 特にありません。 賛成 賛成 賛成 異論ありません。 その他 以下のように条文を参照した表現とするの

はいかがでしょうか。

1月1日再婚の場合は地方税法第295

条（非課税の範囲）に該当せず、同法

第314条の2（寡婦・ひとり親控除）を適

用し、1月1日離婚の場合は同法第314

条の2を適用せず、同法295条に該当す

るとして税額計算ができること。

9 0 1

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

48 個人住民税 0100579 茨城県日立市 08202
人口20万人未満

の市区町村
⑥：表現の見直し ①：新規意見

普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付分から

個別発行分を除いて発行でき（現年度及び過年度分）、個別

発行分はその事由を一括及び個別で任意に設定できること。

「個別発行分の事由の一括設定」の意味が不明瞭なため明確

にしていただきたい。

個別発行の場合は事由の設定も個別しかないと思われる。

質問 頂戴した意見のとおりに修正すべきか検討してお

ります。ご意見があればお聞かせください。

個別発行分はその事由を一括及び個別で任

意に設定できること。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 特にありません。 賛成 賛成 賛成 異論ありません。 その他 発行履歴を管理する上で、一括発行分か

ら個別発行分へ切り替えた事由を管理す

る機能のことであれば、規模が大きい団体

では事由の一括登録ができる機能のニーズ

はあるかと思われます。

9 0 1

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

49 個人住民税 100627 茨城県日立市 08202
人口20万人未満

の市区町村
⑥：表現の見直し ①：新規意見

証明書の項目（所得、税額は対象外）について、発行前にシ

ステムで管理する情報を更新することなく書き換えて発行す

ることができること。

書き換え可能な項目について、「所得、税額は対象外」とあ

り、0100628で宛名項目について明記しています。具体的に何

の項目についてか明記していただきたい。

質問 頂戴した意見のとおりに記載することにより。より

明瞭な定義となると思慮しております。以下の

印字項目を想定しておりますが、ご意見があれ

ばお聞かせください。なお、明記する場合は備考

欄への追記を想定しております。

・氏名

・住所

・生年月日

・備考欄

反対 氏名、住所については0100628で定義されているため、不要ではないでしょうか。

また、生年月日は書き換える必要がないため、不要ではないでしょうか。

備考欄のみでよいと考えます。

賛成 賛成 氏名及び住所は0100628で発行前に修正できることが明記さ

れているため追記は不要。

その他 0100628において氏名　住所の加書き換えが可能と

なっているためこちらで定義するならば　0100628は不要

賛成 特に明記する必要はないと感じます。所得控除、税額控除、課税標準額

などは書き換え可能な項目にあたるのでしょうか。

賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

なお、具体な項目を備考欄へ追記される

点は承知しました。

5 1 2

機能ID：0100628と重複している旨の意見を多数頂戴しましたが、別機能である点、実装区分が異なる点を

踏まえ、当初の記載の通りに反映します。

反映に伴い、機能ID：0100627の要件・考え方に以下の考え方を追記いたします。

「本機能要件は機能ID：0100628と異なり、データを書き換えず証明発行する機能を想定しています」

50 個人住民税 0100071 茨城県日立市 08202
人口20万人未満

の市区町村
②：要件変更 ①：新規意見

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）でき

ること。

なお、特別徴収義務者指定番号は、自動付番のほかに、個別

指定にも対応すること。

＜基本情報＞

・法人番号（個人事業主の場合は個人番号）

・事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・ふりが

な）

・連絡先

・所在地

・送付先

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）でき

ること。

なお、特別徴収義務者指定番号は、自動付番のほかに、個別

指定にも対応すること。

＜基本情報＞

・法人番号（個人事業主の場合は個人番号）

・事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・ふりが

な）

・連絡先

・所在地

・送付先

基本データリストの事業所基本情報には「電子申告」項目が

無いため不要と思われる。または、基本データリストに追加

していただきたい。

報告 デジタル庁に共有し、基本データリストに追加しま

す。

賛成 昨年度の夏の意見照会の際に、法人住民

税において、電子申告とeLTAXの表記ゆれ

の指摘があり、貴省にも確認のうえ、税業

務全体として「電子申告」を「eLTAX」に変

更しております。

そのため、「電子申告」の項目は、データ項

目ID：01000219「eLTAX有無」として

規定している認識となります。

1 0 0

データ項目ID：01000219「eLTAX有無」として定義済のため、反映は不要とします。

108 個人住民税 なし 三郷市 112372
人口20万人未満

の市区町村
①：要件追加 ①：新規意見

＜標準オプション＞

・相続人の管理

・相続割合ごとに税額の按分率の管理

・按分税額の管理、出力

現状、相続した際、按分して通知する際は、税額を強制的に

入力して出力しているため、按分税額の管理、出力ができる

とヒューマンエラーの防止、業務効率の向上が期待できる。

税額を複数の相続人で按分して通知する必要がある場合に利

用する。

質問 頂戴した意見のとおりに機能要件すべきか検討

しております。ご意見があればお聞かせください。

なお、実装区分は標準オプションとします。

その他 強制按分の場合、現状の普徴通知書では表現が難しいと考えますが、そちらも様式が追

加される想定でしょうか。

賛成 賛成 使用するかは未定ですが機能はあったほうが良いと考え

ます。

賛成 収納管理の機能要件も必要。 賛成 本市のベンダーは実装できないとしているためどちらでも影

響はなし

賛成 特にありません。 賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 項番108と項番562の実装区分は合わ

せて検討する必要があるかと思います。
7 0 3

機能ID：0100483及び0100484にて要件化している機能で充足していると考え、反映は不要とします。

110 個人住民税 100082 三郷市 112372
人口20万人未満

の市区町村
①：要件追加 ①：新規意見

税務システムの事業者情報と、法人基本３情報データ（事業

所名＋住所＋法人番号　※国税庁法人番号公表サイトよりダ

ウンロードして入手）を突合し、以下の差異がある事業者を

出力（紙またはCSV）すること。

＜差異＞

・基本３情報と突合したが税務システムに法人番号登録なし

・基本３情報と突合したが税務システムの法人番号と差異あ

り

・基本３情報と突合した事業所が複数あり

・基本３情報と突合し同一法人番号であるが、事業所名また

は住所（肩書き・ビル名等有無）が異なるもの

・税務システムに法人番号が登録されているにもかかわら

ず、基本３情報と突合なし

税務システムの事業者情報と、法人基本３情報データ（事業

所名＋住所＋法人番号　※国税庁法人番号公表サイトよりダ

ウンロードして入手）を突合し、差異の状況確認後、一括も

しくは個別で税務システムの事業者情報を更新できる。

国税庁法人番号公表サイトの情報をデータ保持できるのであ

れば、そのデータを事業者情報としたい場合に、一括もしく

は個別でデータ更新できるようにする。

国税庁法人番号公表サイトの情報を一括もしくは個別でデー

タ更新することで、精度および業務効率向上が期待できる。

質問 頂戴した意見のとおりに要件化すべきか検討し

ております。ご意見があればお聞かせください。

なお、実装区分は標準オプションとします。

賛成 賛成 賛成 賛成 標準オプション機能であれば問題ない。

現行の運用では法人住民税の申告情報や事業所から提出さ

れた資料の情報により管理しており、法人番号公表サイトの情

報は補助資料として利用している。

法人番号公表サイトの情報でデータ更新することができれば便

利だが、所在地の肩書き・ビル名等が登録されていない場合があ

るため、法人番号公表サイトの情報のみを利用してデータ更新

する運用は想定していない。

賛成 確認だけではなく、修正・登録作業も時間がかからなくな

ると大幅な時間短縮につながる

賛成 特にありません。 その他 特にありません。 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

7 0 2

概ね賛成多数であり、頂戴した反対意見も本追加機能に関する反対意見ではなく、既に要件化されている突合

機能自体に関する反対意見であることから、記載の通りに反映します。

なお、機能ＩＤ：100082とは別に新規機能として要件化します。

234 個人住民税 0100098 新宿区 13104
中核市・人口20

万人以上の市区

⑤：機能分類変更（標

準オプション/実装不可

→実装必須）

①：新規意見

特別徴収義務者情報の基本情報として次の項目を管理（設

定・保持・修正）できること。

＜基本情報＞

・税額通知(特別徴収義務者用)の送付形態(紙/電子)

納税義務者用通知だけでなく、特別徴収義務者用通知の送付

形態の管理も実装必須機能にするべき。

納税義務者用通知・特別徴収義務者用通知それぞれについ

て、紙／電子の選択がなされたデータが支払者から提出され

る。

報告

指摘のとおり、機能ID：0100686と同様に実

装区分を実装必須とします。

賛成

1 0 0

記載の通りに修正します。

235 個人住民税 0100656 新宿区 13104
中核市・人口20

万人以上の市区
⑥：表現の見直し ①：新規意見

重複扶養申告確認照会文書(同世帯)：地方税法施行令第46条の

3

重複扶養申告確認照会文書(別世帯)：地方税法施行令第46条の

4

重複扶養申告確認照会文書(同一生計配偶者)：地方税法施行令

第46条の3

重複扶養申告確認照会文書(扶養親族)：地方税法施行令第46条

の4

地方税法施行令第46条の3、46条の4の規定は世帯の別を定め

たものではない。

重複扶養を照会する法的根拠も地方税法第298条ではないか。

地方税法施行令に則った運用。

質問 頂戴した意見のとおりに修正すべきか検討してお

ります。ご意見があればお聞かせください。

賛成 賛成 反対 地方税法第298条も根拠であるが、地方税法施行令第46条

の3及び第46条の4を併記する方が適切と考える。

賛成 賛成 特にありません。 賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 扶養者への照会根拠は地方税法第298

条と思われる。照会後、いずれに該当する

か定まらない時に、いずれかを定める根拠が

地方税法施行令第46条の3及び46条の

4と思われる。

6 1 2

頂戴した意見を参考に以下のとおりに要件化します。

重複扶養申告確認照会文書(同一生計配偶者)：地方税法第298条、地方税法施行令第46条の3

重複扶養申告確認照会文書(扶養親族)：地方税法第298条、地方税法施行令第46条の4

236 個人住民税 0100268 新宿区 13104
中核市・人口20

万人以上の市区

⑤：機能分類変更（標

準オプション/実装不可

→実装必須）

①：新規意見

県庁や警察・市役所など４月に大規模な人事異動を行った事

業所分の給与支払報告書について、新年度の受給者番号の取

り込み（前年度とは異なる受給者番号の紐づけ）ができるこ

と。

令和6年度よりeLTAX税額通知（納税義務者用）のファイル名

に「特別徴収義務者が給与支払報告書（個人別明細書）に記

載した各納税義務者の受給者番号を加工等せずに、そのまま

記録すること」となるため、受給者番号の管理は必須となる

ため、実装必須機能にすべき。

eLTAX税額決定通知（納税義務者用）までに効率的かつ正確

な受給者番号の設定が可能になる。

質問 頂戴した意見のとおりに修正すべきか検討してお

ります。受給者番号が管理不要なケース等、ご

意見があればお聞かせください。

賛成 賛成 賛成 事業所から要望があった場合、対応できる団体と対応できない

団体がある状況は好ましくないため、実装必須機能でよい。

賛成 賛成 受給者番号がeLTAX税額通知（納税義務者用）の

ファイル名の一部となり出力される。この受給者番号の中

に禁止文字(スラッシュやアンダーバー、ダブルコーテーション

等)が含まれることがあると、eLTAX送信時にアップロードで

きないので、課税資料である給報内の受給者番号を税務

システムに読み込む際に、あらかじめ禁止文字が含まれて

いないかのチェックをかけ、禁止文字が含まれている場合に

は、事業所に訂正給報を再提出させる必要がある。

特にありません。 賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 特別徴収税額通知（納税義務者用）を

電子送付する場合に、特別徴収義務者が

ファイル名に設定された受給者番号（特別

徴収税額通知（納税義務者用）作成

時点）から納税義務者を特定し配布する

ため、受給者番号の管理は必須となりま

す。

そのため、当該機能ではなく機能

ID:0100267を必須機能とすることで対

応が可能となると思われます。

当該機能はあくまで大規模な人事異動等

に対応するための機能であり、地方団体の

規模によっては必ずしも必要な機能ではな

いと思われます。

7 0 2

頂戴した意見のとおり、受給者番号は事業者が従業員を一意に特定する番号であり、異動に伴って番号を刷新

するケースは限られていると認識しています。上記から本機能を実装必須とすることは過剰であり、本要望は要件

化不要と判断しました。

なお、意見として頂戴した禁止文字に関する要件については、禁止文字の詳細がeLTAXから開示されていないこ

と、eLTAXから受領した受給者番号を用いた際に生じるエラーである事を踏まえ、eLTAX側でシステム改修するべ

きと判断し、要件化はしません。

※受給者番号の管理機能自体は実装必須です

371 個人住民税 0100150 秦野市 142115
人口20万人未満

の市区町村
①：要件追加 ①：新規意見

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住当該課税者

・死亡者

（追加）

・外国人

・転出者

・他市住当該課税者

・前年度給与特徴対象者

本市の運用を継続するにあたり、現在対象外としている者を

システムで抽出することにより、業務効率化及び抽出誤りを

減らすことができるため。

申告書発送除外対象者をシステムにより抽出し、除外する。

質問 頂戴した意見のとおりに要件化すべきか検討し

ております。ご意見があればお聞かせください。

なお、実装区分は標準オプションとします。

賛成 賛成 賛成 賛成 標準オプション機能であれば問題ない。

現行の運用では他市住登外課税者及び前年度給与特徴対

象者を除外していない。転出者は国外転出の場合のみ除外し

ている。

賛成 住当該課税者⇒住登外課税者 賛成 特にありません。 賛成 その他 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 「他市住当該課税者」は「他市住登外課

税者」かと思われます。

7 0 3

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

なお、誤記は記載元意見者による誤記であり、標準仕様書の記載を修正する必要はありません。

また、機能ＩＤ：0100151を分割しつつ、標準オプションとして条件を追加します。

373 個人住民税 0100420 秦野市 142115
人口20万人未満

の市区町村
①：要件追加 ①：新規意見

（追加）

【対象：税務署】

・個人住民税に係る資料の調査依頼

国税連携データとして提供されない、確定申告書の添付資料

や決算書、譲渡に関する資料等を確認するため、市から税務

署に対し調査依頼票を提出する必要がある。当初申告時期は

膨大な数に上るため、システムから依頼票を出力することに

より、業務の大幅な効率化を図ることができるため。

システムの個人課税画面及び確定申告書のエラー校正画面か

ら帳票出力画面に遷移し、「寄附金」「所得控除」「住借控

除」「その他」など調査種別の選択と、具体的な調査内容を

入力し、出力する。作成日、依頼者、入力日、入力者等の情

報を管理する。

質問 記載の事務について各構成員の庁内における事

務の実態についてご教授ください。税務署へ添付

資料等を請求する場合、請求する該当者の個

人情報及び個人の一覧を基に請求するでしょう

か。

※標準準拠システムにて管理するデータ項目が

不要であり、固定文言の請求書であれば、標準

準拠システムに実装する必要はなく、庁内で

word等を用いて用意いただく想定です。

その他 機能要件の記載が「個人住民税に係る資料の調査依頼」だけで、運用想定に書かれた

機能が実装されるのでしょうか。

これに限らず、運用想定に書かれているようなことまで、標準仕様書に記載していただかな

いと機能の標準化は望めないと考えます。

賛成 国税メモ（申告書データ用メモ）へ内容を登録し、後

日一括抽出したものを閲覧申請書とともに税務署へ提

出している。

当市は、所管税務署に照会書類を記載した個人名

等の一覧表を提出いたします。（照会書類によっては

保管場所が異なるための措置と聞いております）

賛成 固定文言の請求書があり、請求書の別紙として一覧を作成して

いる。

現行の運用ではシステムから抽出したデータをもとにExcelを用い

て作成おり、一覧への出力項目（整理番号、納税義務者名、

納税地、年分、閲覧簿書（別表名等））のほか、担当査、

調査内容の情報が必要。

賛成 当初処理期間は支援システムから排出する依頼表で対

応しているが、閲覧のための一覧表を作成するためにアクセ

スの入力を必要としてる。また例月は依頼表も申告書のコ

ピーにメモを付け、又一覧表用にアクセスの入力を行ってい

る。例月作業については税務システム内で管理できれば大

幅な効率化となる。必須機能でお願いしたい。

その他 本市職員が直接所管税務署へ出向いて現地調査を行っ

ており、システムから出力された調査依頼票により、税務

署に対して調査依頼をかけてはいない。

三鷹市においては、税務署宛の一覧等の作成は行っていません。 その他 現状は、メモ機能を利用して調査対象者を抽出

しています。

賛成 はい。 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

4 0 4

該当者の抽出条件に関する回答が「メモ機能を用いた抽出」だけであり、該当者一覧の抽出条件がまとまってい

ないため、要件化困難と判断しました。個人課税台帳からの抽出機能も検討しましたが、必要な様式あるわけで

もなく、EUCで充足しているため、本機能は要件化しません。

377 個人住民税 … 神奈川県大和市 14213
中核市・人口20

万人以上の市区
①：要件追加 ①：新規意見 …

課税資料から読み取った居住開始年月日・適用区分・特定取

得区分について、一元的に（課税資料ごとに管理するのでは

なく、対象者ごとに）管理できることとし、住宅借入金等特

別控除を算出する上で根拠になる情報として利用できるこ

と。

住宅借入金等特別控除を算出する際に必要な情報のうち、居

住開始年月日・適用区分・特定取得区分については概ね変更

されない（注）が、課税資料に記載されるこの情報には記載

漏れ等の不備が多く、現状、初年度の計算明細等より登録し

た管理画面をよりどころとして税額控除の算出を行ってい

る。機能要件に記載がないため、ベンダーからは課税資料ご

とに算出することになりそうだという見解をもらっている

が、その場合、当該年度の課税資料に不備があれば実際の居

住開始年月日・適用区分・特定取得区分とは関係なく賦課決

定されることとなる。例えば、特定取得該当である対象者が

非該当として控除額が算出された場合、納税者には不利とな

る。このような事例は多数存在すると思われるため、対象者

ごとの管理機能について、機能要件として明記していただき

たい。

（注）重複適用や買い替え等はありえる

新年度課税台帳を作成する際に、住宅借入金等特別控除を適

用する対象者について、管理情報との整合性をチェックし控

除額を確定させます。

質問 原則資料ごとに判定すべきと想定しております

が、各構成員の庁内における事務の実態に基づ

き、頂戴した意見のとおりに納税者ごとに以下の

項目を管理し、住宅借入金等特別控除を算

出する必要性や利便性等、ご意見があればお

聞かせください。

・居住開始年月日

・適用区分

・特定取得区分

反対 毎年、資料毎に判定し、必要に応じて確認・調査・修正を行うものと想定しております。

要件の「一元的に」管理の内容もよくわかりません。初年度に登録された内容を保持して

管理しておくという意味でしょうか？住居の買い換えなどで内容が変わることもあるため、この

情報をもとに課税計算を実施することはリスクがあると考えます。

「課税資料から読み取った」の表現も気になります。国税連携（KSK）の場合、読み取り

は難しいと考えます。

賛成 賛成 近年の住宅借入金等特別控除については、区分等の

多様化により課税資料の不備が散見されており、確認

できる機能があればありがたい。

賛成 管理情報として「重複適用の有無」も必要。

計算明細書の修正情報が連携されない場合があるため、修正

情報の反映方法が課題と考える。

賛成 本市も初年の住宅取得控除の計算書によっているが、ア

クセスでの管理は管理する側の知識が求められるので一元

的に全国一律の見解で管理できるようになればそうれはい

いことだと思う。ぜひ必須で。

その他 本市では、イメージファイリングシステムで初年度の計算明

細等まで遡って、記載内容を確認する運用となっている。

もしくはイメージファイリングシステム上のメモ機能を使用

し、初年度の計算明細等より登録された居住開始年月

日・適用区分・特定取得区分について管理している。

資料合算や課税計算時においては、納税義務者ごとの管理が必要と思わ

れます。

賛成 初年度の申告を常に参照できる機能は是非実装

してほしいが、税額への「適用については、その年ご

との資料によるのことが本来的と思われる。

その他 実現した場合は一定の利便性があると思います。 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 以下の3項目を資料情報とは別に管理す

ることができ、かつ、資料情報とエラーチェック

の対象にできれば、解決されるのではないか

と思います。

・居住開始年月日

・適用区分

・特定取得区分

5 1 4

検討の結果、課税資料単位で管理することとし、通年で本検討項目を管理する機能は要件化しないこととしま

す。

401 個人住民税 100232 金沢市 17201
中核市・人口20

万人以上の市区
②：要件変更 ①：新規意見

取り込んだ電子データ公的年金等支払報告書の疑似イメージ

（摘要欄を含む）を生成し、管理（設定・保持・修正）がで

きること。

取り込んだ電子データ公的年金等支払報告書の疑似イメージ

（摘要欄を含む）を生成し、参照及び削除ができること。

備考欄に「イメージデータの管理（画像データの保持、修正

等）は本機能の範囲外」と記載していることと齟齬がある。

参考：機能ID0100227

イメージ化について、課税イメージファイリング システムを

利用することも想定されているが（FAQ６）、個人住民税_機

能別連携仕様【第2.0版】（案）に外部システムとして記載さ

れていない。この機能を実現するためには、税務システムと

課税イメージファイリング システム間でのデータ連携は必須

であるため、データ要件・連携要件標準仕様書の外部システ

ムに追加するべきではないか。

ベンダから「外部の課税イメージファイリングシステムへの

データ連携機能はない」と言われ、現在運用中のファイリン

グシステムを継続利用できない見込みである。

報告 頂戴した意見のとおりに機能要件を修正しま

す。

賛成

1 0 0

記載の通りに修正します。

441 個人住民税 100670 京都市 26100 指定都市 ②：要件変更 ①：新規意見

＜検索項目＞

・氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、併記

名）

（以下、略）

＜検索項目＞

・氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、外国

人通称名カナ、併記名）

（以下、略）

登録されている字体の違いにより、外国人通称名の漢字検索

では、検索結果に表示されない可能性がある。外国人通称名

のカナ検索機能を実装することで、検索の効率化・精度向上

が見込まれるため。

報告 頂戴した意見のとおりに機能要件を追加しま

す。

なお、実装区分は標準オプションとします。

賛成

1 0 0

記載の通りに修正します。

558 個人住民税 0100302 岡山市 33100 指定都市 ②：要件変更 ①：新規意見

地方税法及び森林環境税法（森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律）に準拠した税額計算（期割計算、併用徴収差

額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る所得割額

の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）等ができる

こと。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（た

だし、退職所得に係る分離課税の対象となる所得割額を除

く）。

地方税法及び森林環境税法（森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律）に準拠した税額計算（期割計算、併用徴収差

額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る所得割額

の計算（退職所得と勤続年数から算定）、損益通算、繰越控

除計算、課税標準計算、税額控除計算を含む）ができるこ

と。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（た

だし、退職所得に係る分離課税の対象となる所得割額を除

く）。

機能要件に記載がない部分は法令の規定があっても技術不足

等により独自の仕様を決めてしまうベンダもあり、実際にそ

のようなベンダのシステムを採用している自治体もある。そ

うなると標準準拠システムが、ベンダによって算出される税

額が異なるものを全国に展開するという問題が生じる。そし

て、その不適切なベンダを採用した場合は、同じ申告内容で

も税額が変わってしまう上、標準準拠システムの性質上カス

タマイズも許されないため、ベンダロックインを促進させる

ことにつながってしまう。

標準準拠システムの根幹に関わるこのような問題を生じさせ

ないためにも、法令に規定されており、当然それに従った計

算を行うことが予想されるものであっても、機能要件として

明確化することが必要である。

特別な対応をすることなく、地方税法の規定により税額が算

出される。

質問 頂戴した意見のとおりに修正することを想定して

しております。ご意見があればお聞かせください。

その他 独自の仕様というのが具体的にどのようなものを指しているのか不明のため、回答が難しいで

す。

地方税法に規定されたとおりに税額計算するのは当然ですが、中には明確に定義されてい

ない部分も存在するため、何をもって不適切と表現されているかが不明です。（課税標準

を計算する場合の所得控除の控除順、徴収区分ごとの税額按分方法など）

税額が異なるケースを完全になくすのであれば、そういった法律上不明瞭な点も含めて、詳

細な計算仕様を提示していただくのが望ましいと考えます。

賛成 併せて減免時等に森林環境税の案分も自動計算され

ると良い。

賛成 賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 法令通りの算出ができないベンダーに問題があるの

では。

賛成 賛成 異論ありません。

8 0 1

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

562 個人住民税 0100483 岡山市 33100 指定都市 ②：要件変更 ①：新規意見

承継人が複数設定され、代表者の届け出がない場合は、税額

を按分した承継人宛の通知書を作成できること。

納税承継人を複数設定でき、納税承継人全員に対して通知書

（地方税法第9条に基づく按分税額分）、納付書（地方税法第

9条に基づく按分税額分）を作成できること。

固定資産税における納税承継人に対する要件に合わせ、通知

書だけでなく、納付書も対象とするもの。なお、代表者の届

け出の有無にかかわらず、地方税法第9条に基づき相続人ごと

に按分税額を調整する必要がある（「地方税法総則逐条解

説」第9条の2参照）ため、代表者の届け出があることによっ

て、按分税額を調整されない仕様では標準準拠システムとし

ては不適切である。

この機能が無い場合、相続人に対し、無効の納税通知が送付

されることとなる。

質問 頂戴した意見を基に以下のとおりの修正を想定

してしております。ご意見があればお聞かせくださ

い。

納税承継人を複数設定でき、納税承継人全

員に対して通知書（地方税法第9条に基づく

按分税額分）を作成できること。

なお、本税目において複数の納税承継人に対し

按分した税額の納税通知書を送付する事例が

あるかも併せてご回答ください。

その他 按分した税額を基本データリストで管理する必要はないのでしょうか。収納との連携も必要

だと考えます。

機能要件、帳票要件、基本データリスト、機能別連携仕様の整合性をとっていただきたい

です。

また、No108同様、普徴通知書についても考慮が必要となるのではないでしょうか。

賛成 件数：年に１件あるかどうか 賛成 賛成 収納管理の機能要件も必要。

事例はあるが非常に少ない。

その他 記載についてはよいと思う。

現在導入のシステムも、標準化適用以後のシステムも複

数の相続人に納通を送ることはできないとの回答をベン

ダーから受けているので、今後もただいい方法では処理でき

ないかと思う（代用で分納の納付書を作成している）

その他 地方税法に基づいた按分計算ができるシステムは、既存

の現行システム(大手ベンダのパッケージシステム)ではほと

んど存在していないと認識している。本市の取り扱いでは、

本税目において複数の納税承継人に対し按分した税額

の納税通知書を送付した事例は無い。（納税通知書に

ついては(按分前の)全体分を記載し、別添のお手紙で按

分計算過程をお示ししながら、納付書は按分後の税額で

分割して作成をし、必要に応じて送付している）

特になし。納税承継人に対し、按分した納通を送付することも原則ありま

せん。

賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 項番108と項番562の実装区分は合わ

せて検討する必要があるかと思います。

5 0 5

機能ID：0100483及び0100484にて要件化している機能で充足していると考え、反映は不要とします。

609 個人住民税 0100704 福岡市 40130 指定都市 ①：要件追加 ①：新規意見 （事業所情報管理に関する追加要件）

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）でき

ること。

＜基本情報＞

・eLTAXの利用者ID（※同一事業者にて複数の利用者IDが登

録できること）

同一事業者にて複数の納税者IDが登録できる機能の要件化を

3.0版（案）に追加頂いたが、利用者IDも納税者IDと同様に複

数登録する必要があるため。

eLTAX利用者へ問い合わせを行う際は利用者IDを尋ねること

が多いため、複数の利用者IDをシステムで管理できることが

望ましい。

報告 頂戴した意見のとおりに修正します。 賛成

1 0 0

記載の通りに修正します。

610 個人住民税 0100150 福岡市 40130 指定都市 ②：要件変更 ①：新規意見

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者

を抽出できること。

＜抽出条件＞

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・死亡者

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者

を抽出できること。

＜抽出条件＞

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

・前年個人住民税申告書提出有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・死亡者

機能ID0100158　「前年住民税申告書提出有無」が実装必須

に変更になっているが、申告書作成するには抽出する機能も

実装必須で必要なため。

機能ID0100150で申告書作成対象を抽出し、ID0100158によ

り申告書を作成する。

報告 頂戴した意見のとおりに修正します。 賛成

1 0 0

記載の通りに修正します。

812 個人住民税 100597 山口県岩国市 35208
人口20万人未満

の市区町村
①：要件追加 ①：新規意見

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税

（決定・変更）通知書（当初・更正分）を通知日を指定して

一括及び個別で発行できること。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税

（決定・変更）通知書（当初・更正分）もしくは納税通知書

（税額変更通知書）を通知日を指定して一括及び個別で発行

できること。

●発送作業が１回で済むため

●種類の異なる通知書が同時期に届くと住民が戸惑うため

従来どおり納税通知書（税額変更通知書）のみの発送を想定

しているため

質問 頂戴した意見を基に以下のとおりの修正を想定

してしております。ご意見があればお聞かせくださ

い。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金

特別徴収納税（決定・変更）通知書（当

初・更正分）を通知日を指定して一括及び個

別で発行できること。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

8 0 1

反対意見もなく、ベンダーからも賛成意見を頂戴しているため、記載の通りに反映します。

814 個人住民税 100578 山口県岩国市 35208
人口20万人未満

の市区町村
②：要件変更 ①：新規意見

特別徴収の過年度減額通知を税額変更通知書の様式で発行で

きること。

特別徴収の過年度減額通知を税額変更通知書もしくは特別徴

収税額変更通知書（特別徴収義務者用）の様式で発行できる

こと。

●現年度と異なる通知書が届くと住民が戸惑うため

●併用徴収は税額変更通知書を発送するため

過年度においても特別徴収のみの場合は、特別徴収税額変更

通知書（特別徴収義務者用）の様式で発行することを想定し

ているため

質問 頂戴した意見を基に以下のとおりの修正を想定

してしております。ご意見があればお聞かせくださ

い。

特別徴収の過年度減額通知を税額変更通知

書または特別徴収税額変更通知書の様式で

発行できること。

賛成 賛成 賛成 賛成 諸元表の印字項目が異なるため、団体の運用に応じて選択で

きるのであれば問題ない。

反対 過年については特徴者に返金することもないので。 賛成 特になし 賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えま

す。

その他 過年度の徴収方法が特別徴収であり、減

額となる更正が発生した場合、納税者への

通知は、税額変更通知書及び特別徴収

税額変更通知書で発行できることが必須

機能であり、地方団体がいずれとするかを

選択できる認識でよろしいでしょうか。

また、納税義務者用の電子送付を希望し

ている事業者の場合における退職者は、税

額変更通知書のみが発行されるのでしょう

か。

7 1 2

事業者から多くの反対意見を頂戴したことを踏まえ、本意見は要件化致しません。

e e e e e e e e e e e e e e

事務局方針

デジタル庁 L市
賛成 反対 その他

F市 H市 I市 J市 K市A市 B市 C市 D市 E市構成員向け区分

（質問・報告）
質問内容

No
団体規模（選択

肢から選択）

業務

（選択肢から選択）

機能ID 団体名 自治体コード
意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠
運用想定


